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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年４月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月８日 １６時３０分ごろ 

発生場所 熊本県苓北
れいほく

町四季
し き

咲
ざき

岬西方沖 

 四季咲岬灯台から真方位２７０°１,１００ｍ付近 

（概位 北緯３２°３１.７７′ 東経１３０°００.０９′） 

事故調査の経過  平成２６年１１月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 昭
あき

丸、３.０トン 

   ＫＭ３－５３０４１（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.６５ｍ（Lr）×２.１２ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１０２.９０kＷ、昭和５８年１２月１２日 

   第２９３－３９８７７号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 祐
ゆ

実
み

丸、１.０トン 

   ＫＭ３－５３２２０（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.２７ｍ（Lr）×２.０８ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、３６.８０kＷ、不詳 

   第２９３－３７３５０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成１６年１１月１８日 

免許証交付日 平成２６年９月２６日 

（平成３１年１１月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成２３年５月２０日 

免許証交付日 平成２３年５月２０日 

（平成２８年５月１９日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ プロペラ及びプロペラシャフトに曲損、船首から船尾にかけての

船底に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾外板に亀裂及び破口、操舵スタンド及びオーニングの脱
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落 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、苓北町都呂々
と ろ ろ

西方沖で釣りを行

った後、平成２６年１１月８日１６時１０分ごろ同町富岡港に向けて

帰途についた。 

船長Ａは、操縦区画の床上（高さ約２０㎝）に取り付けた渡し板の

上に立ち、舵輪を持って操船に当たった。 

Ａ船は、約１５ノット（kn）の対地速力で北北西進中、船長Ａが、

左舷船首方からＡ船に向けて航行する小型船を認め、その動静を監視

しながら航行を続け、小型船がＡ船の左舷後方に向けて変針して無難

に通過したことから、渡し板から下りて操船を続けたところ、１６時

３０分ごろ四季咲岬西方沖において、その船首部とＢ船の右舷船尾部

とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、四季咲岬西方沖において、船首

を南東方に向け、錨泊して釣りを行っていた。 

船長Ｂは、左舷船尾で、北方を向いて釣りを行っていたところ、釣

果が無くなってきたことから、帰り支度を始めようと、釣り竿
ざお

を置い

た際、右舷船首方至近にＢ船に向かって来るＡ船を視認した。 

Ｂ船は、船長Ｂが危険を感じて左舷船首側に退避したとき、Ａ船と

衝突した。 

船長Ｂは、衝突の衝撃で落水し、Ａ船により救助されて富岡港に向

かい、船長Ａの手配した車で病院に搬送され、顔面右頬部の裂傷と診

断された。Ｂ船は、船長Ａが連絡した僚船により、富岡港にえい
．．

航さ

れた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約３.４m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、本事故発生前、左舷船首方からＡ船に向かって航行する

小型船の動向が気になり、船首方を余り見ていなかった。 

 Ａ船は、日頃から、約１５kn で航行すると船首が浮上するうえ、

操縦区画の窓枠及び船首甲板のオーニングにより船首方の視界が制限

されることから、操縦区画内に取り付けた渡し板の上に立って前方の

見張りを行っていた。（写真１、２参照） 
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写真１ Ａ船操縦区画からの見通し状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船操縦区画の状況 

船長Ａは、本事故当時、気になっていた左舷船首方から接近する小

型船が、Ａ船の左舷後方に変針して通過したことから、周囲に他船は

いないと思い、渡し板から下りて操船を続けていた。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 船長Ａの操船状況 

 船長Ｂは、本事故当日は釣果が良く、魚を釣るごとに、その魚を船

首甲板の魚倉に入れるために移動し、その際、周囲の見張りを行って

渡し板 

甲板からの高

さ約２０㎝ 

オーニング 
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いた。 

 船長Ｂは、釣りを行う際、浮子
う き

を注視しており、本事故前は、魚が

釣れなくなってきていた。 

 船長Ｂは、Ｂ船が錨泊しているので、航行中の船舶がＢ船を避けて

行くだろうと思っていた。 

 Ｂ船は、錨泊中の形象物を掲げていなかった。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、四季咲岬西方沖を北北西進中、船長Ａが、左舷船首方から

Ａ船に接近する小型船に注意を向けていた上、小型船がＡ船の左舷船

尾方に通過後は、船首方に死角が生じる操縦区画で見張りを行い、船

首方の見張りを適切に行っていなかったことから、錨泊中のＢ船に気

付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、四季咲岬西方沖で釣りをして錨泊中、船長Ｂが、釣りに意

識を集中し、周囲の見張りを行っていなかったことから、Ａ船が間近

に接近し、危険を感じたものの、何もすることができず、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因 本事故は、四季咲岬西方沖において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が錨

泊中、船長Ａが、左舷船首方からＡ船に接近する小型船に注意を向け

ていた上、小型船がＡ船の左舷船尾方に通過後は、船首方に死角が生

じる操縦区画で見張りを行い、船首方の見張りを適切に行っておら

ず、また、船長Ｂが、釣りに意識を集中し、周囲の見張りを行ってい

なかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、船首を振るなどして、船首方の見張りを適切に行うこ

と。 

・錨泊中であっても、周囲の見張りを適切に行うこと。 



- 5 - 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ船 

小型船の航行経路 

富岡港 

熊本県苓北町 

都呂々 

熊本県 

長崎県 

事故発生場所 

（平成２６年１１月８日１６時３０分ごろ発生） 

四季咲岬灯台 


